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岐阜県林業専用道作設指針 

 
(平成２２年１０月２１日付け森第５１５号森林整備課長通知) 

(平成２４年７月１１日付け森第４３１号森林整備課長通知) 

(平成２８年３月１８日付け森第１０４５号森林整備課長通知) 

(令和３年８月２６日付け森第３７９号森林整備課長通知) 

 

 

第１ 趣旨 

１ 指針の目的 

 この指針は、林内路網の整備を促進することにより、森林整備の推進に資することを目的と

して、岐阜県において実施する林業専用道の管理、規格・構造、調査設計、施工等に係る基本

的事項を示すものである。 

 

２ 林業専用道 

 林業専用道は、幹線林道又は支線林道を補完し、森林作業道と組み合せて、間伐作業や主伐

後の再造林その他の森林施業の用に供する支線林道又は分線林道をいい、普通自動車（10 トン

積のトラック）や大型ホイールタイプフォワーダの輸送能力に応じた規格・構造を有するもの

をいう。 

 また、その作設に当たっては、林道規程（昭和 48 年 4 月 1 日付け 48 林野道第 107 号林野庁

長官通知）及び林道技術基準（平成 10 年 3 月 4 日付け 9 林野基第 812 号林野庁長官通知）に基

づき、地形・地質等の面から十分な検討を行い、木材等林産物の安全かつ円滑な運搬が可能な

規格・構造で、平均傾斜３０度程度以下の斜面にできるだけ地形に沿って計画することを基本

とする。 

 

３ 林業専用道（規格相当） 

 林業専用道（規格相当）は、幹線林道又は支線林道を補完し、森林作業道と組み合せて、間

伐作業や主伐後の再造林その他の森林施業の用に供する支線林道又は分線林道をいい、普通自

動車（10 トン積のトラック）や大型ホイールタイプフォワーダの輸送能力に応じた規格・構造

を有するものをいう。 

 また、その作設に当たっては、林道規程及び林道技術基準に基づき、地形・地質等の面から

十分な検討を行い、木材等林産物の安全かつ円滑な運搬が可能な規格・構造、平均傾斜３０度

程度以下の斜面にできるだけ地形に沿って計画することを基本とする。 

ただし、取付道路の現況（取付を行う下方道が林業専用道の規格を満たしてなく道路管理者

による改良計画がない場合）等により 10 トン積のトラックの安全通行を確保することが困難

な場合については、知事の承認を受けて、当該路線の設計車両を普通自動車（10 トン積のトラ

ック）の諸元未満の車両とし、その輸送能力に応じた規格・構造とすることができる。その場

合、諸元未満とできる車両は４トン積程度のトラックまでとする。 

 

第２ 林業専用道の管理 

１ 林業専用道の管理者（以下「管理者」という。）は、原則として当該林業専用道の施行主 

体とする。ただし、施行主体は、知事の承認を得て、他の市町村又は森林組合に当該林業専

用道を管理させることができる。 

２ 管理者は、その管理する林業専用道について、通行の安全を図るように努めなければなら 

ない。 

３ 管理者は、別に定める台帳を整備し、これに構造等を記載し、林業専用道の現況を明らか 

にしなければならない。 

４ 林業専用道（規格相当）の管理についても上記１～３と同様とする。 
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第３ 規格・構造 

１ 設計車両 

 設計車両は普通自動車とし、当該車両の諸元に応じた規格・構造とする。 

なお、大型ホイールタイプフォワーダに関する規格・構造は、当該車両の普及の状況に応じ

て定めるものとする。 
（単位：ｍ） 

 
諸元 

 

 
長さ 

 

 
幅 

 

 
高さ 

 

 
前端 

ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 

 
軸距 

 

 
後端 

ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 

 
最小回転半径 

 

 

普通自動車 
 

 

12 
 

 

2.5 
 

 

3.8 
 

 

1.5 
 

 

6.5 
 

 

4.0 
 

 

12 
 

 

ただし、林業専用道（規格相当）については、第１の３のただし書きに基づきやむを得ない

場合に限り、次表に揚げる値までの設計車両とすることができる。 
（単位：ｍ） 

 
諸元 

 

 
長さ 

 

 
幅 

 

 
高さ 

 

 
前端 

ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 

 
軸距 

 

 
後端 

ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 

 
最小回転半径 

 

普通自動車 
（4トン積
程度） 

 

8.2 
 

 

2.3 
 

 

2.6 
 

 

1.2 
 

 

4.7 
 

 

2.3 
 

 

6.9 
 

 

２ 幅員 

 車道幅員は、3.0ｍとする。 

ただし、林業専用道（規格相当）については、第１の３のただし書きに基づきやむを得ない

場合に限り、車両通行の安全性を確保した上で使用する設計車両にあわせ車道幅員を 2.5m とす

ることができる。 

 

３ 設計速度 

 設計速度は、時速 15km とする。 

 

４ 路肩 

 路肩幅員は、側方余裕幅を 0.30ｍとすることを基本とし、自動車の走行上の安全性の確保そ

の他必要がある場合は、現地条件に応じた必要な幅に拡幅することができる。 

 

５ 屈曲部 

 車道の屈曲部は、曲線形とする。 

 

６ 曲線半径 

 曲線半径は、普通自動車の諸元に示す最小回転半径の 12ｍ以上とする。 

 なお、屈曲部の設計に当たっては、拡幅量、土工量、工作物の設置等の現地の状況を踏まえ、

自動車の安全通行を確保しつつコストの縮減が図られるよう総合的に検討するものとする。 

ただし、林業専用道（規格相当）については、第１の３のただし書きに基づきやむを得ない

場合に限り、車両通行の安全性を確保した上で使用する設計車両にあわせ曲線半径を６ｍまで

縮小できるものとする。 

 

７ 曲線部の片勾配 

 片勾配は、設けないことを基本とする。 
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８ 曲線部の拡幅 

 車道の曲線部においては、当該曲線部の曲線半径に応じ、次表に掲げる値により車道を拡幅

するものとする。 

 拡幅は、線形の連続性を確保しつつ地形の状況等に応じて、内側拡幅、外側拡幅、両側拡幅

により、最も土工量等の縮減可能な方法を用いるものとする。 

 

曲線半径（ｍ） 拡幅量（ｍ） 曲線半径（ｍ） 拡幅量（ｍ）  

 以上 未満  19～25 1.25 

12～13 2.25 25～30 1.00  

 13～15 2.00 30～35 0.75 

15～16 1.75 35～45 0.50  

 16～19 1.50 45～50 0.25 

 

なお、林業専用道（規格相当）においては、設計車両の車両前面から後車輪軸までの距離

が６ｍ以下の場合にあっては、拡幅量は次表によることができるが、この場合は、必要に

応じて標識、交通安全施設等を設置して、車両通行の安全を確保するものとする。 

 

曲線半径（ｍ） 拡幅量（ｍ） 曲線半径（ｍ） 拡幅量（ｍ）  

 以上 未満  11～12 1.25 

6～7 2.50 12～15 1.00  

 7～8 2.25 15～18 0.75 

8～9 1.75 18～24 0.50  

 9～11 1.50 24～35 0.25 

 

９ 緩和区間 

 屈曲部には、緩和接線による緩和区間を設ける。 

 車道の曲線部に拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。 

 緩和区間長は、Ｂ．Ｃ、Ｅ．Ｃを基点として８ｍを標準とし、緩和接線長は 10ｍを標準とす

る。 

 

１０ 視距 

 視距は、15ｍ以上とする。 

 

１１ 縦断勾配 

 縦断勾配は、自動車の安心・安全な通行を確保し、及び路面侵食等を防止するためできる限

り緩勾配とし、原則として７％以下とする。 

 ただし、地形の状況等により必要な場合には、縦断勾配を１２％以下（延長 100ｍ以内とな

る場合に限り１４％以下、このとき、前後の区間に 100ｍ程度の緩勾配区間を設ける。）とす

ることができる。 

 

１２ 縦断曲線 

 縦断勾配の代数差が５％を超える場合には、縦断曲線半径 100ｍ以上の縦断曲線を設けるも

のとし、縦断曲線の長さは 20ｍ以上とする。 

 

１３ 路面 

 路面は砂利とし、構造は「路盤工」として交通荷重に対応する支持力を有するものとする。 

縦断勾配が７％を超える場合には、路面侵食を防止できる構造とすることができる。 
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１４ 横断勾配 

 横断勾配は水平を基本とし、路面水は縦断勾配と横断排水工等の組合せにより分散排水処理

するものとする。 

ただし、林業専用道（規格相当）については、現地の地形・地質の状況等から路面を凸型構

造（片側 10％以下）とするほうが有利な場合には、車両が安全に通行できることを確認したう

えで設置することができる。 

 

１５ 林業作業用施設 

 林業作業用施設は、森林作業道の分岐箇所付近等に当該森林作業道等によって実施される森

林施業の状況に応じた規模で設置しなければならないものとする。 

なお、林業作業用施設は、待避所及び車回しとの兼用は行わないものとする。 

 

１６ 交通安全施設 

 急カーブ、急勾配等の箇所その他の通行の安全を確保する必要がある場所において、管理者

は、カーブミラー、注意標識等の交通安全施設を設けるものとする。 

 

第４ 測量・調査・設計 

１ 路線選定 

 林業専用道の路線の選定に当たっては、森林施業のポイントや森林作業道との分岐点等を考

慮しながら、地形・地質の安定している箇所を通過するようこれを行うものとする。また、路

線の線形は、地形に沿った屈曲線形、波形勾配とすることとし、以下の諸条件を十分調査、検

討して適切な路線選定を行うものとする。 

（１）森林へのアクセス機能の確保 

（２）切土、盛土の土工量の最小化及び均衡 

（３）工作物の設置の抑制 

（４）伐開幅は必要最小限とするなど、自然環境の保全への配慮 

（５）計画路線上及びその周辺において、希少な野生生物の生息等の情報を得た場合は、計画 

 の見直し等必要な対策の検討 

 

２ 実測量 

 実測量は、現地測量を原則とし、ＩＰの選定、中心線測量、縦断測量、横断測量及び平面測

量を行う。 

なお、当初設計時については必要となる実測量のみとすることができる。 

 

３ 設計図 

 実測量等の成果を基に、路線の幾何学的構造等について位置図、平面図、縦断面図、横断面

図及び標準図を作成する。 

 また、必要に応じて、構造物図、用地図、潰地図等を作成する。 

ただし、第４の２のなお書きに基づき実測量を実施した場合は、精算設計時に全ての規格・

構造を満たしていることが分かる出来高図面を作成するものとする。 

 

４ 数量計算 

 数量計算は、設計図等に基づき、設計積算等に必要な所定工種、工法等別の数量を算出する。 

 

第５ 土工 

１ 切土 

（１）切土高は、極力抑えることとする。 

（２）切土のり面の勾配は、のり面の安定性、工事の施工性、維持管理も含めた経済性等に留

意しつつ、土質条件、地形条件、切土高等を考慮し判断するものとし、よく締まった崩れ

にくい土砂の場合は６分、風化の進度や節理の発達が遅い岩石の場合は３分を標準とする。 
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２ 盛土 

（１）盛土高は極力抑えることとし、盛土基礎地盤の表面のかき起こしや段切りを設けるなど

により安定を図るものとする。 

（２）盛土のり面勾配は、のり面の安定性、工事の施工性、維持管理も含めた経済性等に留意

しつつ、盛土基礎地盤、盛土材料、盛土高及び制限林の指定状況等より判断するものとし

１割２分を標準とする。 

（３）盛土は、水平方向に複数層に分割し、１層当たりの仕上がり厚が 30cm 程度以下となるよ

う十分に締固めて行うものとする。 

 

３ 残土 

 切土、盛土の土工量の最小化かつ均衡に努めるものとするが、残土が発生した場合は、路線

内の最も近い箇所で小規模に分散させて処理することを原則とする。 

 

４ のり面保護工 

（１）切土のり面の整形・保護工は、原則として実施しないものとするが、切土のり面の勾配

及び土質条件等から見て早期の保護が求められる等の場合には、種子吹付工等によるのり

面保護工を実施するものとする。 

（２）盛土のり面の保護工は、盛土のり面の勾配及び盛土材料等の条件から早期の保護が求め

られる等の場合には、実播工等によるのり面保護工を実施するものとする。 

 

５ 路盤工 

（１）路盤工は、路床構築後に路床を路盤工の厚さに掘削し、路盤工の全てを横断勾配を付さ

ない場合の施工基面以下に設ける。 

（２）路盤工の設計に当たっては、路床土の強度特性、実績等を基に交通荷重に対応する支持

力を有する路盤厚を決定するものとする。 

（３）路盤材は、切土によって発生した岩砕、礫等の活用を図るとともに、適材が得られない

場合にあってはクラッシャラン、切込砂利等を用いるものとする。 

（４）路床が岩石等の場合は、強風化、節理の発達等により交通荷重の支持力が十分でない場

合及び逆目による凹凸等で車輪の損傷等が想定される場合を除き、路盤工を省くことがで

きる。 

（５）急勾配で路面侵食が発生するおそれがある場合は、路面侵食を防止できる構造とするこ

とができる。 

 

第６ 構造物 

（１）土構造を原則とし、擁壁等の構造物を設置する必要がある場合は、最低限必要な機能を

備える構造物を主体としつつ、地形・地質の状況、コスト比較等を行って工種・工法を選

定する。 

（２）橋梁は、可能な限り設置しないことを基本とするが、必要な場合には、交通荷重に対応

する規格・構造で可能な限り短い橋長により設置するものとする。 

 

第７ 排水施設 

（１）路面水の排水は、波形勾配による分散排水を基本とし、当該路面水の流下状況等に応じ

て、土構造（凹凸）や簡易な資材による横断排水工を設置して行うものとする。 

（２）側溝は、路外からの流入水等のある場合に素掘により設置することを原則とする。 

（３）常水がある場合は、溝きょ（開きょ、暗きょ、洗越工）を設置する。なお、溝きょは、 

十分な排水機能を有することを前提に、経済性及び維持管理を考慮し、開きょを原則とす

る。 

 

第８ その他 

（１）林業専用道の作設に当たって、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）、河川法（昭和 39 年

法律第 167 号）等の関係法令に係る手続が必要な場合は、適切に行うものとする。 
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（２）この指針については、作設事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。 


